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【諮問事項】 

令和５年度諮問第１号 

札幌圏都市計画道路の変更について （江別市決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 1 月 31 日：江別市都市計画審議会 

江別市企画政策部都市計画課 

 



都市計画変更の理由書 

 

 

１．案件名 

 札幌圏都市計画道路の変更（江別市決定） 

 

 

 

２．都市計画決定経過 

 別添の計画決定経緯表のとおり 

 

 

 

３．都市計画変更の内容 

３・４・３１１号対雁中通      ： ３・３・３１１号対雁中通に名称の変更 

：  延長の変更（約 20m 減） 

               ：  一部区間の車線数を4車線に変更（延長 約1,990m） 

：  一部区域の変更（延長 約 2,110m） 

３・４・３２０号対雁通    ： 一部区域の変更 

 

 

 

４．都市計画変更の理由 

 札幌圏連携道路は、苫小牧港から小樽港までを連携する道央圏連絡道路（国道３３７号）

を補完し、道央圏内の生活拠点や産業拠点を結ぶ産業連携軸としての役割を担う札幌圏の

骨格を成す道路である。 

江別市の工業団地付近における札幌圏連携道路のルートについては、３・２・３０２号

角山通（国道２７５号）への交通負荷による交通渋滞の懸念や工業団地を往来する車両通

行への影響などを総合的に勘案すると、バイパスとしての性格を持つ３・４・３１１号対

雁中通の機能を強化するとともに、対雁中通を札幌圏連携道路のルートとして設定するこ

とが効果的かつ合理的といえる。 

このため、３・４・３１１号対雁中通を本案のとおり一部区間の車線数及び幅員を変更

する。 

また、３・４・３１１号対雁中通と交差する３・４・３２０号対雁通についても、交差

点位置が変更となることから併せて都市計画道路区域を変更するものである。 
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計  画  決  定  経  緯  表 
 

 

 

年 月 日 告 示 番 号 内       容 

昭和２９年 ３月３０日 建設省告示第 ３２７号 

公園通、国道１２号線、兵村３丁目道路、旭通、白樺通、２番通（野幌地区）、兵村８

丁目道路、学校通、中央通江別・長沼線、会社通、兵村７丁目道路、１番通（緑町

地区）、３番通（緑町地区）を都市計画決定 

昭和３２年 ４月２３日 建設省告示第 ６３７号 
国道１２号延長の変更、白樺通一部位置変更、兵村４丁目道路、兵村５丁目道路、

南１条通、２番通（江別地区）を都市計画決定 

昭和３６年 ３月１１日 建設省告示第 ３９７号 兵村５丁目道路延長の変更、兵村７丁目道路の廃止、新栄通を都市計画決定 

昭和３９年 ３月１７日 建設省告示第 ５３５号 
国道１２号延長の変更、３番通（大麻地区）、２番通（大麻地区）、大麻１４丁目通、大

麻駅前通を都市計画決定 

昭和３９年１１月 ５日 建設省告示第３０８９号 

函館本線と国道１２号、新栄通、兵村３丁目道路そして江別長沼線各々との立体交

差を都市計画決定 

兵村４丁目道路と南１条通の一部合併、３番通（江別・野幌・大麻を連絡して）延長

の変更、２番通（野幌地区）延長．幅員の変更、２番通（大麻地区）延長の変更、白

樺通延長の変更、１番通（緑町地区）を国道１２号に合併、学校通延長の変更、

（旧）江別恵庭線、１１丁目通、南町大通を都市計画決定 

昭和４０年 ３月１０日 建設省告示第 ４６６号 兵村８丁目道路延長の変更 

昭和４０年１１月１５日 建設省告示第３２４３号 大麻駅前通幅員一部変更 

昭和４３年１０月２９日 建設省告示第３２３１号 
兵村８丁目道路延長の変更（旭通を合併）、尚、野幌駅付近に２６００平方メートルの

広場を設ける 

昭和４４年 ５月２０日 建設省告示第２３８７号 兵村５丁目道路幅員の変更 

昭和４５年 ９月１４日 建設省告示第２２８７号 ３番通一部（緑町西２丁目）幅員の変更 

昭和４６年 ３月２９日 建設省告示第 ７６７号 
兵村５丁目道路幅員の変更、（旧）江別恵庭線の変更に伴い（新）江別恵庭線を都

市計画決定 

昭和４７年 ５月１７日 建設省告示第１６０１号 ３箇の街路番号を持つ２番通を１箇の番号にする、３番通幅員の変更 

昭和４８年 ４月１６日 

 

昭和４８年 ４月２０日 

江別市告示第   ３号 

 

北海道告示第１１０８号 

全路線の変更（国道１２号を札幌江別通、南町大通を南大通、兵村５丁目道路を５

丁目通、兵村３丁目道路を３丁目通、学校通を５条１丁目通、兵村４丁目道路を４丁

目通に名称変更、新栄通の一部を中原通、兵村３丁目道路の一部を早苗別通、国

道１２号の一部を３丁目通、会社通の一部を５条１丁目通、兵村４丁目道路の一部

を鉄西線に名称変更、江別長沼線の一部を線形変更のうえ市街地東光通に名称

変更、角山通、対雁通、鉄東線、大麻１３丁目通、あけぼの通、対雁中通、文教通、

１号線を新規決定） 

昭和５３年 ６月２６日 

 

昭和５３年 ６月２６日 

北海道告示第２０１５号 

 

江別市告示第  １１号 

市街化区域、市街化調整区域の見直しに伴う既存都市計画道路の変更、及び新

規決定 

新規決定したもの～豊幌大通、豊幌４号通 

計画変更したもの～角山通、白樺通、８丁目通、対雁中通、４番通、１号線、新栄

通、早苗別通、対雁通 
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計  画  決  定  経  緯  表 
 

 

 

年 月 日 告示番号 内       容 

昭和５５年 ９月 ６日 江別市告示第  ７２号 市街地東光通の一部区域の拡幅変更 

昭和５８年 ３月３１日 北海道告示第 ６００号 
白樺通の延長、及び立体交差部の幅員変更、江別恵庭線の延長の変更、野幌総

合運動公園線を新規決定 

昭和６１年 ２月 ５日 江別市告示第    ７号 野幌グリーンモールを新規決定 

平成 元年 ２月２７日 北海道告示第 ２７８号 ８丁目通の延長の変更、江別インター線を新規決定 

平成 ３年 ３月２８日 

 

平成 ３年 ３月２８日 

北海道告示第 ４５１号 

 

江別市告示第  ２４号 

市街化区域、市街化調整区域の見直しに伴う既存都市計画道路の変更、及び新

規決定 

新規決定したもの～リサーチパーク通、東野幌通、豊幌5号通    

計画変更したもの～豊幌大通、南大通、江別恵庭線、江別長沼線、1号線、中原通 

平成 ４年 ３月１０日 北海道告示第 ３３１号 江別恵庭線の一部区域及び幅員の変更 

平成 ５年 ９月１４日 江別市告示第  ５０号 

市街化区域、市街化調整区域の見直しに伴う既存都市計画道路の変更、及び新

規決定 

新規決定したもの～上江別１号通 

計画変更したもの～早苗別通の延長の変更 

平成 ６年 ３月２９日 江別市告示第  １６号 

市街化区域、市街化調整区域の見直しに伴う既存都市計画道路の変更、及び新

規決定 

新規決定したもの～元江別中央通、見晴台１号通 

計画変更したもの～新栄通の延長の変更 

平成 ９年 ３月２８日 江別市告示第  ３３号 市街化区域、市街化調整区域の見直しに伴う10丁目通、16丁目通の新規決定 

平成１０年 ８月２４日 江別市告示第 １００号 
鉄東線延長の変更（終点の変更）、幅員と線形の変更（幅員減少）及び幅員と線形・

区域の変更（幅員減少） 

平成１２年 ３月３１日 江別市告示第  ３８号 元江別中央通の変更（起点の変更）、車線の数の決定、兵村4丁目通の新規決定 

平成１３年１０月１６日 

北海道告示第１７４９号 

 

江別市告示第  ８８号 

都市計画法の改正に伴う車線の数の決定及び名称の変更 

名称変更したもの    ～8丁目通 

車線数の決定したもの～札幌・江別通、角山通、3番通、南大通、白樺通、5丁目

通、江別恵庭線、公園通、2番通、対雁通、江別長沼線、

あけぼの通、8丁目通、豊幌大通、野幌総合運動公園通、

江別インター線、4丁目通、対雁中通、4番通、文教通、大

麻14丁目通、大麻駅前通、1号線、新栄通、3丁目通、鉄

東線、大麻13丁目通、11丁目通、中原通、早苗別通、5条

1丁目通、鉄西線、市街地東光通、豊幌4号通、リサーチ

パーク通、東野幌通、豊幌3号通、豊幌5号通、10丁目

通、16丁目通、上江別1号通、見晴台1号通 

平成１８年 ６月２０日 

北海道告示第 ５５４号 

 

江別市告示第 １１１号 

新規決定したもの～野幌駅南通、旭通、若葉通、高砂地下歩道 

計画変更したもの～８丁目通、札幌・江別通、南大通、白樺通、中原通、鉄西線、 

１号線、鉄東線 
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計  画  決  定  経  緯  表 
 

 

 

年 月 日 告示番号 内       容 

平成１９年１１月 ６日 
北海道告示第 ７０５号

江別市告示第 １４８号 

新規決定したもの～江南通、大麻インター線 

計画変更したもの～江別インター線 

平成２０年 ２月２９日 北海道告示第 １２６号 南大通（千歳川架橋部）の幅員の変更と区域の変更 

平成２３年 ６月２８日 北海道告示第 ４５０号 南大通（東野幌総合公園）の幅員の変更と区域の変更 

令和 ３年 ３月２３日 
北海道告示第 ２３０号

江別市告示第  ５７号 
角山通の一部区域の変更、対雁中通の線形の変更、対雁通の区域の変更 

令和 ４年 ３月 ８日 
北海道告示第 １５８号

江別市告示第  ４７号 

豊幌大通の区域及び構造の変更、対雁通の構造の変更、３丁目通の終点の変更、

豊幌４号通の廃止、元江別中央通の一部区域の変更 
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変 更 説 明 書 

 

 

新 旧 
変  更  内  容 

番  号 路 線 名 番  号 路 線 名 

3･3･311 対雁中通 3･4･311 対雁中通 

名称の変更 

一部車線数の変更（2車線→4車線、変更区間 L=1,990

ｍ） 

一部幅員の変更（18ｍ→25ｍ、変更区間 L=380ｍ） 

一部幅員の変更（20ｍ→25ｍ、変更区間 L=1,500ｍ） 

一部幅員の変更（20ｍ→28ｍ、変更区間 L=110ｍ） 

一部幅員の変更（18ｍ→21ｍ、変更区間 L=120ｍ） 

一部線形の変更（変更区間 L=2,110ｍ、延長減 約 20

ｍ） 

3･4･320 対雁通 3･4･320 対雁通 一部区域の変更 
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【代表幅員】 20ｍ

4.5ｍ 2.25ｍ 6.5ｍ 2.25ｍ 4.5ｍ

【変更区間：角山通～５丁目通】
（旧）

20ｍ

4.5ｍ 2.25ｍ 6.5ｍ 2.25ｍ 4.5ｍ

（新）
25.25ｍ

3.5ｍ 1.5ｍ 6.5ｍ 0.5ｍ 1.25ｍ 0.5ｍ 6.5ｍ 1.5ｍ 3.5ｍ

2ｍ 1.5ｍ 1.5ｍ 2ｍ

定規図　（江別市決定）

３・３・３１１　対雁中通
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16ｍ

3.5ｍ 1.5ｍ 6ｍ 1.5ｍ 3.5ｍ

３・４・３２０　対雁通
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札幌圏都市計画道路の変更（江別市決定） 

 

 

１．都市計画道路中 3･4･311 号対雁中通を 3･3･311 号対雁中通に名称を改め、次のように

変更する。 

２．都市計画道路中 3･4･320 号対雁通を次のように変更する。 

種 

 

 

別 

名   称 位    置 区 域 構         造 

備 考 
番 号 路線名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 
幅 員 

地表式の区間 

における鉄道等と

の交差の構造 

 

幹 

 

線 

 

街 

 

路 

 

3･3･311 対雁中通 
江別市 

工栄町 

江別市 

角山 

江別市 

角山 
約 2,940ｍ 地表式 4 車線 25ｍ 

幹線街路と平面交

差 5 箇所 

 

車線の数の内訳 

4 車線 約 1,970ｍ 

 

2 車線 約 970ｍ 

3･4･320 対雁通 

江別市 

緑町 

東 3 丁目 

江別市 

角山 

江別市 

工栄町 
約 4,350ｍ 地表式 2 車線 16ｍ 

幹線街路と平面交

差 4 箇所 

一般道道 

江別長沼

線 

 「区域及び構造は計画図表示のとおり」 
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